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A. 研究目的 

谷(1945)は、フグ食を伝統とする西日本各地の

沿岸を中心に、朝鮮半島や台湾を含む海域で漁獲

されるフグ類の毒性を精力的に調査し、これら海

域で多獲されるトラフグ属 Takifugu sp.やサバ

フグ属 Lagocephalus sp.の大部分では、肝臓や

卵巣などの内臓部分が高い毒性を示すのに対し

て、肉はほぼ無毒であることを報告している。フ

グの毒性には大きな個体差があるため、谷(1945)

は魚種ごとに多数の検体数を確保して個体別に

毒含量を調べ、皮や肉などの食用部位で gあたり

200 単位(現在の 10 MU/g に相当)を超える個体が

認められない場合には、喫食によりヒトの健康を

損なうおそれがないものと推定し、これを食用可

否の基準値として提案している。現在、食品衛生

法ならびに「フグの衛生確保について」（厚生省

環境衛生局長通知 環乳第 59 号）により食用可

能なフグの種類と部位が定められているが、これ

は主として谷(1945)の調査結果に基づくもので

ある。 

河端(1978)は、フグ毒テトロドトキシン(TTX)

の投与量と試験動物として用いるマウスの致死

時間を検討し、毒の用量致死時間曲線を作製する

と同時に、谷(1945)による試料の抽出法を改良し

た。これによりそれまで半定量的にしか表示でき

なかった毒含量が、マウス毒性で定量的に算出す

ることが可能となった。河端(1978)の方法に従っ

て 1980 年代に、各県の衛生研究所や大学等の研

究機関が日本産フグ類の毒性の再調査を実施し

たところ、本州中部以南の沿岸域で漁獲されるフ

グ類の毒性は、おおむね谷(1945)の調査結果に合

致するものの、東北太平洋沿岸の一部海域で漁獲

されたヒガンフグ T. pardalis やコモンフグ T. 

poecilonotus では、肉に基準値である 10 MU/g

を大幅に超える個体が高頻度で出現することが

明らかとなった（Kodama et al. 1984)。この結

果は、谷(1945)により食用可能とされていたフグ

であっても、産地によっては食用不適なレベルま

で高毒化していることを意味する。今年度本研究

では、Kodama et al.により毒性が高いことが示
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唆されている東北地方沿岸産のフグ類について、

その毒性を部位ごとに調べることとした。 

河端(1978)の方法では、皮や肉などの部位を

2.5 倍量(v/w)の希酢酸で熱浸抽出し、ろ過で得

られた抽出液に、ろ紙上の残滓を再度希酢酸で洗

浄して得た洗液を合わせ、原試料に対して 5倍量

の抽出液を調製し、これを分析用検液とする。同

法では残滓中の毒が全て洗液に回収されること

を前提としており、検液 1 mL に原試料 0.2 g に

相当する毒が含まれるものとして原試料の毒性

(MU/g)が算出されている。近年、大学等の研究機

関では定量性の確保と操作の簡易化を図るべく、

試料に対して５倍量の希酢酸熱浸ホモジネート

を調製し、これから直接ろ液を調製し、検液とし

て分析する例が多い(Brillantes et al. 2003 ほ

か)。本研究では上記２通りの抽出法による毒の

抽出効率の異同についても、合わせて検討した。 

 

B. 研究方法 

１）河端法と簡易法による毒抽出量の比較 

ベトナム北部Catba周辺で2011年8月に採取し

たドクサバフグ L. lunaris 23 個体(BW 57 + 13 g, 

TL 141 + 11 mm)を試料とした。凍結試料を解剖

して皮と肉を取り出し、それぞれ部位ごとに合一

してホモジナイズした。まず河端(1978)の方法に

従って、肉のホモジネート 10g に 25mL の 0.1％

酢酸を加えて混合し、沸騰浴中で 5分間加熱した。

氷冷後、ホモジネートをろ紙上ろ過し、ろ液を得

た。ろ紙上の残滓に 0.1％酢酸を加えて洗浄し、

上記のろ液と洗液と合わせて 50mL の抽出液を得

た(河端法による抽出液)。これとは別に肉のホモ

ジネート 10g に 0.1％酢酸 30mL を混合して 5 分

間加熱し、ホモジネートを氷冷後 50mL に定容し

て撹拌し、ろ紙上濾過して抽出液を作製した(簡

易法による抽出液)。これらの検液を SepPak C18  

plus カートリッジで処理した後、Yotsu et 

al.(1989)に従って HPLC 蛍光法で分析し、抽出液

中の TTX 濃度を求めた。皮も同様に、河端法と簡

易法の二通りで抽出し、HPLC 蛍光法で分析した。

肉と皮につき、それぞれ同一のホモジネートから

河端法による抽出液と簡易法による抽出液を４

つずつ調製して分析し、結果を比較した。抽出液

の一部を東京海洋大学長島裕二教授に送付し、マ

ウス試験による毒性分析をあわせて実施した。 

 

２）三陸産フグ類の毒含量 

 岩手県釜石魚市場で 2009 年 7月に水揚げされ

たコモンフグ T. poecilonotus 50 個体(BW 121 + 

31 g, TL 187 + 15 mm)および同市場で 2013 年 6

月に水揚げされたシロサバフグ L. spadiceus 46

個体 (BW 50 + 14 g, TL 149 + 15 mm)を試料と

した。これらフグ試料をそれぞれ個体別に密封し

て-20℃で凍結し、使用するまで凍結状態で保存

した。魚体を半解凍状態で解剖し、個体ごとに皮、

肉、肝臓、消化管および生殖腺に分け、それぞれ

前述の簡易抽出法で検液を調製した。SepPak C18 

plus カートリッジで処理した検液を Yotsu et al. 

(1989)に従って HPLC 蛍光法で分析し、含まれる

TTX、4epi-TTX、4,9anh-TTX を定量した。試料抽

出液の一部を、ELISA キット(SKit, 新日本検定

協会製)で分析し、PSP 含量を求めた。 

 

C. 研究結果 
１）河端法と簡易法による毒抽出量の比較 

 表 1 にドクサバフグの肉および皮のホモジネ

ート、それぞれ河端法と簡易法で処理して得た検

液中の TTX 含量およびマウス毒性を示す。HPLC

蛍光法で分析した肉の TTX 含量を除き、簡易法で

得た抽出液の TTX 含量と毒性は、河端法で得た抽

出液のそれらとは有意に異なり、前者が後者を

30%程度上回っていることを確認した。 

 

２）三陸産フグ類の毒含量 

 表 2 に示すように、2009 年 7 月に釜石魚市場

で採取したコモンフグの大部分の個体で、肉に基

準値(10 MU/g)を超える毒性が認められた。一方、

2013 年 6 月に釜石魚市場で採取したシロサバフ

グの肉、皮、肝臓および生殖腺には 10 MU/g を超

える TTX 群は確認されず、消化管の 2個体のみに

20 MU/g 程度の TTX 群が検出された(表 3)。これ

ら抽出液の一部を筆者らが開発した PSP 分析用

の ELISA に付したところ、コモンフグの皮や消化

管で1gあたり 5 nmolを超えるPSP成分が高頻度

で検出された。 

 

D. 考察 
１）河端法と簡易法による毒抽出量の比較 

 河端(1978)の抽出法では、試料の熱浸ホモジネ

ートをろ過してろ液と残滓に分け、ろ紙上の残滓

を再度希酢酸で洗浄して得られる洗液とろ液を

合わせて試料重量に対して５倍容量の抽出液を

調製し、これを毒分析用の検液として使用する。
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検液 1 mL には原試料 0.2 g に相当する毒が含ま

れるものとして試料の毒性が算出される。前述の

ように、簡易法で調製した抽出検液の毒含量は河

端法のそれを有意に上回っているが、この結果は

河端法の洗浄工程では、残滓にかなりの毒が残存

し、検液に回収しきれていないことを意味する。

処理の容易さ、ならびに定量性を考え合わせると、

５倍量の熱浸ホモジネートから直接検液を調製

する簡易法がフグ毒の抽出法としてより適切で

あると考えられる。 

 

２）三陸産フグ類の毒含量 

 Kodama et al.(1984)は三陸産コモンフグ 57

個体について毒性を調べ、肉の 29%が無毒(10 

MU/g 未満)、63%が弱毒(10～100 MU/g)、8%が強

毒(100 MU/g 以上)であることを報告している。

今回用いたコモンフグ試料は上記の調査から 25

年を経過した 2009 年に採取したものであるが、

肉の 28%が無毒、62%が弱毒、10%が強毒であり、

毒の強弱の傾向は Kodama et al.(1984)の結果と

ほとんど変わっていないことが明らかとなった。

これに対してシロサバフグは、消化管のみが有毒

で他の部位には基準値(10MU/g)を超える TTX は

検出されなかった。このことは、シロサバフグが

他のフグに比べ、体内に TTX を蓄積しにくいこと

を示すものなのかも知れない。シロサバフグ試料

中の PSP の有無については、現在検討中である。  

フグ類における毒の蓄積機構はまだ不明の点

が多く残されている。フグの毒性には、同種のも

のであっても季節差や地域差があり、生息海域の

何らかの環境条件が毒の蓄積に大きく影響して

いるものと考えられる。東日本大震災の津波に伴

って、三陸沿岸の底泥が大きく攪乱されたことか

ら、フグ類の毒性にも何らかの影響が生じている

可能性がある。今後、コモンフグを中心に三陸沿

岸でのフグ類の毒性を継続して調べていく必要

がある。 

 

 

Ｅ.結論 

 フグ類の安全性の確保に資することを目的に、

まず毒性分析用検液の調製法を検討した。その結

果、肉や皮から定量的に毒を抽出するには、

Brillantes et al. (2003)等、研究機関で採用さ

れている簡易法が、河端(1978)による従来法より

も適当であることを明らかにした。ついで 2009

年に釜石近海で漁獲されたコモンフグの部位別

毒性を調べたところ、1984 年の Kodama et al.

による調査と同様に、同種の肉や皮が高頻度で高

い毒性を示すことを確認した。これに対して

2011 年 6 月に釜石魚市場に水揚げされたシロサ

バフグの肉や皮などの可食部には、規制値を超え

る毒性は確認されなかった。 
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